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報 か わ ら 版情

今金町の食育の日　　　　　　「毎月19日は地場産物を食べよう！」

　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や
税

務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
税
務
職
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

●
受
験
資
格

　

高
卒
見
込
み
の
者
及
び
高
卒
後
３

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

●
申
込
受
付
期
間

　

６
月
22
日（
月
）～
７
月
１
日（
水
）

 

【
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス
】

　

http://www.jinji-shiken.　

　

go.jp/juken.html

●
第
一
次
試
験

　

９
月
６
日
（
日
）

札
幌
国
税
局
人
事
第
２
課
採
用
担
当

☎
０
１
１
‐
２
３
１
‐
５
０
１
１

（
内
線
２
３
１
５
）

八
雲
税
務
署
総
務
課

☎
０
１
３
７
‐
６
０
‐
１
０
０
９　

　

海
や
海
岸
で
、ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
、

焼
却
を
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
お
り
、
違
反
す
る
と
罰
せ
ら
れ

ま
す
。

　

せ
た
な
町
の
海
を
キ
レ
イ
に
保

ち
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
海
水
浴
シ
ー

ズ
ン
を
気
持
ち
よ
く
楽
し
む
た
め
、

自
分
が
出
し
た
ゴ
ミ
は
自
分
で
持
ち

帰
る
、
指
定
の
ご
み
袋
に
入
れ
て
指

定
の
ご
み
収
集
場
所
に
入
れ
る
等
、

適
正
に
処
分
す
る
よ
う
お
願
い
致
し

ま
す
。

瀬
棚
海
上
保
安
署

☎
０
１
３
７
‐
８
７
‐
２
６
３
４

　

新
規
学
校
卒
業
者
（
高
校
・
中

学
）
の
求
人
は
６
月
１
日
（
月
）
か

ら
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
て
受
付
開
始
、

７
月
１
日
（
水
）
公
開
開
始
で
す
。

　

求
人
日
程
を
ご
理
解
の
う
え
、
若

者
の
地
元
就
職
の
た
め
、
早
期
に
採

用
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

☎
０
１
３
７
‐
６
２
‐
２
５
０
９

　

当
会
で
は
道
南
の
弁
護
士
の
常
駐

し
て
い
な
い
自
治
体
・
地
域
に
お
い

て
、
す
ず
ら
ん
一
斉
相
談
会
を
実
施

さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
今
年
度
春
期
の

す
ず
ら
ん
法
律
相
談
会
は
中
止
と
致

し
ま
す
。

 

ま
た
、
相
談
希
望
者
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
法
律
相
談
の
機
会
を
妨
げ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
定
例
法
律
相

談
（
現
在
は
電
話
相
談
・
要
予
約
）

を
実
施
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
不
明

な
点
は
左
記
問
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま

す
。

函
館
弁
護
士
会

☎
０
１
３
８
‐
４
１
‐
０
２
３
２

　　

車
内
に
カ
バ
ン
な
ど
を
置
い
た
ま

ま
に
し
て
い
る
車
の
ガ
ラ
ス
を
割
る

被
害
等
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
被

害
防
止
の
た
め
確
実
な
施
錠
を
心
が

け
、
車
内
に
物
を
置
か
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

せ
た
な
警
察
署

☎
０
１
３
７
‐
８
４
‐
６
１
１
０

６６
2020
June

未
来
に
残
そ
う
青
い
海

法テラス八雲通信法テラス八雲通信
〇今を生きるために

■新型コロナウイルスの感染拡大の
影響による解雇や休業に伴い、法テ
ラスに対しても、経済的に苦境に立
たされている多くの方からの様々な
相談が寄せられつつあります。たと
えば、借金が支払えない場合には、
法律的に借金を整理する方法があり
ますし、事業の継続を目指すための
給付金や支援策も整備されつつあり
ます。しかし中には、手持ちもわず
かで、明日を生きることも難しいと
いう状況の方もたくさんおられま
す。

■そのような方は、どうか生活保護
の申請をためらわないでください。
私たちには、「健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利」（憲法第25

条、生存権）が保障されています。
生活保護を受給することは、私た
ちが今を生きるために保障された
権利なのです。

■生活保護に対する誤解や偏見か
ら、もしかしたら生活保護を申請
することは勇気がいることかもし
れません。しかし、生活保護を受
給することは決して恥ずかしいこ
とではありません。日々をどんな
に一生懸命に過ごしていても、私
たちは誰でも、何かのきっかけで
暮らしに困窮してしまうことがあ
ります。そんなときは、まず生活
保護というシェルターに避難して、
自分や家族の命を守ってください。
もし嵐が過ぎ去って、元気が出た
ら、またそのときに、その後のこ
とを考えればいいのだと思います。
どうか、今を生き抜くことに躊躇

新
規
学
校
卒
業
者
の
求
人
は
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
申
込
み
を

問
合
せ

２
０
２
０
年
度　

税
務
職
員
採
用

試
験
の
お
知
ら
せ

しないでください。

■さて、当事務所では、感染症拡
大の影響により生じた様々な法的
問題を含め、各種法律相談を受け
付けています。一定の要件を満た
す方については、３回までの無料
法律相談や、ご自宅・入所施設等
への無料出張相談も実施しており
ますので、少しでも気になること
がございましたら、お気軽にぜひ
「法テラス八雲法律事務所（050‐
3383‐8366）」まで相談予約のお電
話をお寄せください。また、「法テ
ラス江差法律事務所（050-3383-
5563）」でも、ご相談を承っており
ますのであわせてご利用ください。

法テラス八雲法律事務所　
            　　弁護士　鳴本　翼

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

す
ず
ら
ん
無
料
法
律
相
談
会
中
止

の
お
知
ら
せ

車
上
ね
ら
い
に
注
意
！

問
合
せ
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BULLETIN BOARDBULLETIN BOARD

今金町の食育の日　　　　　　「毎月19日は地場産物を食べよう！」

目指せ車いす目指せ車いす！！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…150㎏

　 車いす交換まであと550㎏

今金町社会福祉協議会

※700㎏で車いす一台と交換できます

日本一の「今金男爵」日本一の「今金男爵」
　　　　を守ろう　　　　を守ろう！！！！

ジャガイモシストセンチュウのジャガイモシストセンチュウの
拡散防止には町民の皆様のご理拡散防止には町民の皆様のご理
解とご協力が必要です。解とご協力が必要です。

今金町農業協同組合今金町農業協同組合
今金町農林振興課今金町農林振興課

■令和２年度現在 45件 　63万0,000円

※詳しくは、まちづくり推進課まちひ
と交流グループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～
たくさんの期待や思いをお待ちし
ております。皆さんのお知り合い
に、是非、ご紹介ください。

４月末現在の情報です。

ストップ！消費者問題ストップ！消費者問題

・せたな警察署今金交番 ☎82-0435
・役場くらし安心課  　　☎82-0111

問合せ

北海道消費生活センターなどに新型コロナウイルス関連の相談が相次
いでおり、消費者庁から引き続き注意喚起がされています。
　特別定額給付金に関して、自治体や総務省などが以下のことを行うこ
とは絶対にありません。
・ATMの操作をお願いすること
・受給の手数料を求めること
・メールのURLをクリックして申請手続きを求めること

　公的機関の職員を名乗っていても、暗証番号や口座番号を教えたり、
通帳やキャッシュカードを渡さないようにしてください。
　少しでもおかしいと感じたり、トラブルに遭った場合は一人で判断せ
ず、家族や警察、役場に相談してください。
　今金町は引き続き消費者行政の維持・強化に努めてまいります。

自動車の「不正改造」は犯罪です！
　自動車は、生活に欠かせない移動手段となっているのみならず、娯
楽の道具としても認識されており、様々な部品等が販売されています。
　しかしながら、①灯火の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取り付
け、②運転席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付け、③タイ
ヤ、ホイールの車体（フェンダー）外へのはみ出し、④基準外ウィン
グ（エア・スポイラ）の取り付け、⑤マフラーの切断・取り外し又は
基準不適合マフラーの装着等の不正改造を施された車両が存在し、国
民生活の安全・安心を脅かしていることが問題となっております。
　これらの不正改造については、改造を実施すること、改造された自
動車を走行させることの両方が法律により禁じられており、これに違
反すると整備命令の交付を受けたり、罰金等の対象となることとなり
ます。
　国土交通省では、これら不正改造を排除し、車両の安全確保及び環
境保全を図るため、関係省庁、自動車関係団体等と協力して、「不正
改造車を排除する運動」を全国的に展開しており、特に６月を強化月
間として重点的な取組を行っております。
　皆様もぜひ、この機会に不正改造の防止についての
理解を深めていただき、その排除にご協力下さい。
　詳しい情報はこちらから「www.tenken-seibi.com」

【問合せ】北海道運輸局函館運輸支局　検査整備保安担当　☎0138-49-8864

　納期のお知らせ

町道民税　町道民税　第１期第１期
上記の納期限は６月30日（火）です。
納期限を過ぎますと延滞金が加算さ
れる場合がありますので期限内に納
めてください。納税相談は下記へ。

《役場税務住民課課税収納グループ》
　　　　　　　　　☎82－0111

道道丹羽今金線交通規制のお知らせ

・目　　的：道道丹羽今金線の工事において、横断管入れ替えのため。

・場　　所：今金町字中里108番地１

・実施日時：令和２年６月５日から６月25日まで　24時間規制

・迂 回 路：工事箇所内に１車線の迂回路を設置

・規制方法：現場内に交通誘導員を24時間配置

　誘導員の指示で迂回路を通行すること

【問合せ】函館建設管理部今金出張所　☎82-0309


